
ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業

補助金申請を募集します！
福島県では、介護現場全体の人員不足を補い、介護サービスの質の向上を支援するため、

「ケアプランデータ連携システム」を活用したモデル地域を構築し、当システムの普及を図ることとい
たしました。

モデル地域内の対象事業所に、ケアプランデータ連携システム
の利用に必要な経費の補助を行いますので、期限までに申請書を御提出

ください。

対象事業所 モデル地域内に所在する居宅介護支援事業所、介護サービス事業所、
地域包括支援センター（ケアプランデータ連携システムの利用対象サービスのみ）

モデル地域 県中地域 ８市町村（須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町）

県南地域 ９市町村（白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村）

相双地域12市町村（相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、

葛尾村、新地町、飯舘村）

補助対象経費 ① ケアプランデータ連携システムライセンス料
19,000円 ※年間ライセンス料21,000円の税抜額

② 介護ソフト等導入経費
補助率10/10 ※上限なしですが申請要件があります。HPを御確認ください。

申請期限
令和７年２月１４日（金）まで

提出先
福島県高齢福祉課 kaigohoken@pref.fukushima.lg.jp

申請書等は原則、メールで提出してください。

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

申請書様式 福島県高齢福祉課HPからダウンロードしてください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025d/careplandate.html

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

◇ 紙書類のFAX送信・郵送で行われていたケアプランのやり取りが
オンラインで完結するシステムです。

◇ システムを運営している国民健康保険中央会に申し込んで利用
を開始します。
<ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト>
https://www.careplan-renkei-support.jp/index.html

ケアプラン
データ連携
システム
とは？

上記モデル地域は今回限りの予定です。まずは使ってみませんか？

申請お待ちしています！

◆ケアプランデータ連携システムは、「せーの！」で
一斉に始めないと、その便利さは機能しません。

◆普段やり取りしている事業所同士でお声かけ
いただき、皆さんで一緒に使い始めてみてください。

福島県高齢福祉課



ケアプランデータ連携システムについて

概要
介護事業所のPCにインストールする「連携クライアントアプリ」から、インターネット
回線を経由し、「ケアプランデータ連携基盤」を介して、事業所間のケアプラン
データのやり取りを行うシステム。

製品（無料）をダウンロードします。
⇒ KJで始まる14桁のIDと有効なパスワードで

利用申請します。

利用申請

【ケアプランデータ連携システムヘルプデスク】 で検索してください

手続きを確認いただき、

新たに介護ソフト等を
導入する場合、経費を

補助します！

1事業所番号ごとに、年間ライセンス料21,000円(税込)を、介護給付費からの
差し引きにより支払います。

費用

このライセンス料を
補助します！

よく分からない…何だか面倒そう…
という方、もちろんそれ以外の方も、
福島県国民健康保険団体連合会の
オンライン説明会をご視聴ください。

① 紙から介護ソフトへの転記や郵送の業務負担、経費
負担が軽減されます！

② 転記ミス等のリスク解消により、介護報酬の請求返戻
を防止できます！

③ 居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援費
(Ⅱ)の要件を満たすことで、報酬算定の増額が期待
できます。

④ R7年度の居宅系サービスのICT導入補助では、ケア
プランデータ連携システムの活用が要件となっています。
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